
平
成
十
八
年
政
令
第
六
十
二
号

特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
二
十
七
条
並
び
に
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
定
特
殊
自
動
車
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

第
一
条
　
特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
使
用
す
る
自
動
車
（
防
衛
大
臣
が
排
出
ガ
ス
に
よ
る
大
気
の
汚
染
の
防
止
を
図
る
た
め
必
要
な
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
大
型
特
殊
自
動
車

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
防
衛
大
臣
の
申
出
に
よ
り
主
務
大
臣
が
指
定
し
た
自
動
車

二
　
ガ
ソ
リ
ン
、
液
化
石
油
ガ
ス
又
は
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車

（
政
令
で
定
め
る
構
造
が
特
殊
な
自
動
車
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
構
造
が
特
殊
な
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
自
動
車
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
　
連
続
式
バ
ケ
ッ
ト
掘
削
機

二
　
く
い
打
ち
機
及
び
く
い
抜
き
機

三
　
ア
ー
ス
オ
ー
ガ
ー

四
　
タ
ワ
ー
ク
レ
ー
ン

五
　
ド
リ
ル
ジ
ャ
ン
ボ

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
殊
の
用
途
に
使
用
す
る
た
め
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
物
質
は
、
次
に
掲
げ
る
物
質
と
す
る
。

一
　
一
酸
化
炭
素

二
　
炭
化
水
素

三
　
鉛
化
合
物

四
　
窒
素
酸
化
物

五
　
粒
子
状
物
質

（
少
数
生
産
車
の
台
数
）

第
四
条
　
法
第
十
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
台
数
は
、
各
年
度
（
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
）
ご
と
に
、
三
十
台
と
す
る
。

（
登
録
特
定
原
動
機
検
査
機
関
等
の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
五
条
　
法
第
二
十
条
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

（
登
録
特
定
特
殊
自
動
車
検
査
機
関
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
条
　
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項

前
項
の
登
録

第
二
十
六
条
第
一
項
の
登
録

第
十
九
条
第
三
項
第
二
号

第
二
十
三
条
第
四
項
又
は
第
五
項

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
四
項
又
は
第
五
項

第
二
十
条
第
二
項

前
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で

第
二
十
六
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項

第
二
十
一
条
第
九
項

第
二
十
三
条
第
五
項

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
五
項

第
二
十
一
条
第
十
項
及
び
第
二
十
五
条
第
五
号

第
二
十
三
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項

第
二
十
三
条
第
一
項

第
十
九
条
第
四
項
各
号

第
二
十
六
条
第
二
項
各
号

第
二
十
三
条
第
二
項

第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項

第
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
第
二
号

第
二
十
一
条
第
四
項

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
四
項

第
二
十
三
条
第
四
項

第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
三
号

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
三
号

第
二
十
三
条
第
五
項
第
一
号

第
二
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
七
項
又
は
第
八
項

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
七
項
又
は
第
八
項

第
二
十
三
条
第
五
項
第
三
号

第
二
十
一
条
第
六
項
各
号

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
六
項
各
号

第
二
十
五
条
第
二
号

第
二
十
一
条
第
三
項

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
三
項

第
二
十
五
条
第
三
号

第
二
十
一
条
第
八
項

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
八
項
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第
二
十
五
条
第
四
号

第
二
十
一
条
第
九
項

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
九
項

（
検
査
事
務
等
に
関
す
る
手
数
料
）

第
七
条
　
法
第
三
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
六
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
三
十
二
万
二
千
五
百
円

二
　
法
第
十
二
条
第
三
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
一
万
九
千
三
百
円
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す

る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
万
九
千
百
円
）

三
　
法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
十
六
万
八
千
三
百
円

２
　
法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
で
本
邦
外
に
お
い
て
行
う
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
が
同
条
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項

に
定
め
る
額
に
、
主
務
省
令
で
定
め
る
数
の
職
員
が
当
該
検
査
の
た
め
そ
の
地
に
出
張
す
る
と
し
た
場
合
に
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る

旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
職
員
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給

表
（
一
）
に
よ
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
者
で
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
旅
費
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
と
し
、
旅
行
雑
費
の
額
そ
の
他
そ
の
旅
費
の
額
の
計
算
に
関
し
必
要
な
細
目
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
。

３
　
法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
特
定
原
動
機
検
査
機
関
又
は
登
録
特
定
特
殊
自
動
車
検
査
機
関
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
二
十
一
条
第

四
項
に
規
定
す
る
特
定
原
動
機
検
査
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
又
は
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
特
殊
自
動
車
検
査
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
で
定
め
る
額
と
す

る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
政
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
〇
月
二
一
日
政
令
第
三
三
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
政
令
第
一
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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